
熱中症を予防しよう
特集

嘉手納町LINE公式アカウント
友だち募集中！

@kadenaで検索！

Kadena Town Office Public Relations Magazine

嘉手納を知ればおもしろくなる！  生活を楽しくするための広報紙

広報 7
No.632No.632

20232023
令和５年７月

嘉手納町の人口(令和5年5月末日現在)
男：6,321人　女：6,741人〈5,630世帯〉
合計：13,062人　前月との比較《７人》
●出生/9人	 ●死亡/11人
●転入/52人	 ●転出/43人
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マイナンバーカード
が必要です。

サービスの利用には
マイナンバーカード
が必要です。

住民票や
所得課税証明書などは
コンビニで！
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所得課税証明書などは
コンビニで！



　「熱中症」と聞くと、真夏日の多い８月に、屋外で太陽に当たって汗をかきながら長時間作業や運動をして
いた人がなるものだと思っていませんか？
　実は、熱中症の発生は、身体が暑さに慣れておらず、湿度が高く蒸し暑い日が多くなる梅雨明けの６月頃
から増え、７月にピークを迎えます。実際に、令和４年度の沖縄県内における熱中症による救急搬送は、７
月が最多となっています。家でくつろいでいるときなど、日常生活でも熱中症になる人が増加しています。

　満65歳以上の高齢

者の救急搬送が多い

傾向にあるね。満65歳

未満も多いので気を付

けないとね！

　場所別では「住居」が

一番救急搬送が多いな

んて知らなかった。家だ

からといって油断はで

きないわね！

熱中症を予防しよう
熱中症の発生は 7月がピーク

予防のポイント

　では、以上を踏まえ、熱中症にならないために、どのような対策ができるでしょうか。次の項
目に熱中症の予防のポイントをまとめました。自分でできる予防・対処法を身につけ実践し、
暑い夏を元気に乗り越えましょう！

熱中症になりやすい人（例）

　熱中症になりやすい環境は、高温、多湿、風がない・弱い、ふく射熱※1がある場所などです。日中の屋外は
もちろんのこと、風通しの悪い・エアコンのついていない蒸し暑い家の中や、台所で火を使って料理をして
いるときなど、屋内であっても熱中症になる危険があるので、注意が必要です。

※1 ふく射熱・・・コンロの火や機械などから発せられた熱のこと

　熱中症の危険性が極めて高くなると予測された場合、前日の午後５時と当日の午前５時
に発表されます。気温、湿度、ふく射熱をもとに算出した暑さ指数と、予想最高気温のほ
か、具体的に取るべき熱中症予防行動について知ることができます。
　熱中症警戒アラートが発表された場合は、屋外での活動はなるべく控え、普段以上の熱
中症予防行動を実践するように努めましょう。

環境省
熱中症予防
情報サイト

熱中症になるのはどんなとき？
「熱中症警戒アラート」を活用！

令和 4年度沖縄県内における熱中症による救急搬送人員

年齢別

特集

ゆったりとした服
軽くて涼しい素材を選ぶ
屋外では日傘や帽子を使用し、直射日光は避ける
保冷材を活用する
炎天下では熱を吸収する黒い服を避ける
激しい運動をするときはマスクを外す

○
○
○
○
○
○

窓やドアなど、向き合う２か所を
開け、風通しを良くする
我慢せずに、エアコンや扇風機を
使用する
日光を遮るブラインドや
すだれを活用する

○

○

○

服装のポイント 住宅内でのポイント

水分をこまめに
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二日酔いの人 肥満気味
          の人
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病気・体調
不良の人
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満７歳未満

■ 住居　　　■ 公衆（屋内）　  ■ 公衆（屋外）
■ 仕事場　　■ 教育機関 　　　■ 道路　　　■ その他

満18 歳未満
満 65歳未満
満 65歳以上

場所別

0 20％ 40% 60% 80% 100%

　「喉が渇いた」と感じた時にはすでに脱水が始まっています。こまめに水分補給をしましょう。
　コーヒーやお酒は利尿作用があるため、水分補給には適さないので注意しましょう。
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　「熱中症」と聞くと、真夏日の多い８月に、屋外で太陽に当たって汗をかきながら長時間作業や運動をして
いた人がなるものだと思っていませんか？
　実は、熱中症の発生は、身体が暑さに慣れておらず、湿度が高く蒸し暑い日が多くなる梅雨明けの６月頃
から増え、７月にピークを迎えます。実際に、令和４年度の沖縄県内における熱中症による救急搬送は、７
月が最多となっています。家でくつろいでいるときなど、日常生活でも熱中症になる人が増加しています。

　満65歳以上の高齢

者の救急搬送が多い

傾向にあるね。満65歳

未満も多いので気を付

けないとね！

　場所別では「住居」が

一番救急搬送が多いな

んて知らなかった。家だ

からといって油断はで

きないわね！

熱中症を予防しよう
熱中症の発生は 7月がピーク

予防のポイント

　では、以上を踏まえ、熱中症にならないために、どのような対策ができるでしょうか。次の項
目に熱中症の予防のポイントをまとめました。自分でできる予防・対処法を身につけ実践し、
暑い夏を元気に乗り越えましょう！

熱中症になりやすい人（例）

　熱中症になりやすい環境は、高温、多湿、風がない・弱い、ふく射熱※1がある場所などです。日中の屋外は
もちろんのこと、風通しの悪い・エアコンのついていない蒸し暑い家の中や、台所で火を使って料理をして
いるときなど、屋内であっても熱中症になる危険があるので、注意が必要です。

※1 ふく射熱・・・コンロの火や機械などから発せられた熱のこと

　熱中症の危険性が極めて高くなると予測された場合、前日の午後５時と当日の午前５時
に発表されます。気温、湿度、ふく射熱をもとに算出した暑さ指数と、予想最高気温のほ
か、具体的に取るべき熱中症予防行動について知ることができます。
　熱中症警戒アラートが発表された場合は、屋外での活動はなるべく控え、普段以上の熱
中症予防行動を実践するように努めましょう。

環境省
熱中症予防
情報サイト

熱中症になるのはどんなとき？
「熱中症警戒アラート」を活用！

令和 4年度沖縄県内における熱中症による救急搬送人員

年齢別

特集

ゆったりとした服
軽くて涼しい素材を選ぶ
屋外では日傘や帽子を使用し、直射日光は避ける
保冷材を活用する
炎天下では熱を吸収する黒い服を避ける
激しい運動をするときはマスクを外す

○
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窓やドアなど、向き合う２か所を
開け、風通しを良くする
我慢せずに、エアコンや扇風機を
使用する
日光を遮るブラインドや
すだれを活用する

○

○

○

服装のポイント 住宅内でのポイント

水分をこまめに
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満７歳未満

■ 住居　　　■ 公衆（屋内）　  ■ 公衆（屋外）
■ 仕事場　　■ 教育機関 　　　■ 道路　　　■ その他

満18 歳未満
満 65歳未満
満 65歳以上

場所別

0 20％ 40% 60% 80% 100%

　「喉が渇いた」と感じた時にはすでに脱水が始まっています。こまめに水分補給をしましょう。
　コーヒーやお酒は利尿作用があるため、水分補給には適さないので注意しましょう。
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　熱中症になってしまったときは、まずは日陰やクーラーが効いている部屋などの涼
しい場所に移動し、うちわや扇風機で体を冷やしましょう。 氷枕や氷水があれば、首
や脇の下、太ももの付け根（股関節部）にあてるのも効果的です。

「夜間の熱中症にもご注意を！」
　熱中症といえば、日中発症するものと思われがちですが、夜間睡眠中に
も起きます。特に熱帯夜が年間100日を超える沖縄では注意が必要です。
また、睡眠中の熱中症は初期症状が自覚できなかったり、周囲に気づかれ
にくいため重症化の危険性が高まります。
　寝る前、起きた後にコップ１杯の水を飲む、夜間も冷房機器を使用して
睡眠環境を整える、寝具はクールダウン効果が高いもの、寝衣は吸汗性の
あるものを選ぶなどして対策をしましょう。
　昼夜問わず熱中症予防を心掛け、元気に夏を過ごしましょう！

熱中症になってしまったら

保健師さんに聞きました！

　嘉手納町では、嘉手納町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例及び同施行規則に基づき「嘉手
納町健康増進センター」「嘉手納町体育施設、町民の家及び兼久海浜公園ウォーターガーデン」「嘉手納町営住宅等」
の指定管理者を次のとおり募集します。詳細につきましては、各施設の所管課までお問い合わせください。

　令和５年７月24日（月）から令和５年８月８日（火）ま
での午前９時から午後５時まで。募集要項の配布は所
管課となります。
※土曜日、日曜日及び祝日並びに正午から午後１時ま
でを除く

　令和５年７月24日（月）から令和５年８月24日（木）
までの午前９時から午後５時までに書面で所管課に
提出してください。
※土曜日、日曜日及び祝日並びに正午から午後１時ま
でを除く

　令和５年７月24日（月）から令和５年８月２日（水）までの午前９時から午後５時までに書面で所管課に提出すること。
※土曜日、日曜日及び祝日並びに正午から午後１時までを除く

⑴ 嘉手納町に主たる事務所または事務所を有している法人その他の団体（法人格の有無は不問であるが、個人での申請は不可）
※ 施設管理において専門的知識を要する施設（嘉手納町健康増進センター、嘉手納町営住宅等）についてはその限りではない
⑵ その他の資格要件は、各施設の募集要項に記載のとおりとする

⑴ 利用者の平等利用を確保することができるものであること
⑵ 事業計画書の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られるものであること
⑶ 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること

　嘉手納町公の施設に係る指定管理者候補者選定委員会における調査審議の結果を踏まえ、候補者を選定し、議会の承認を
経て指定管理者を指定します。

嘉手納町公の施設の指定管理者募集

共通事項
１ 申請書、募集要項等の配布 ２ 申請受付

　利用料金制度とする。
　詳細は、募集要項に記載のとおりとする。

　令和６年４月１日から令和１１年３月31日まで。ただ
し、この期間は嘉手納町議会による議決によって確定
することをご留意ください。

２ 利用料金に関する事項 ３ 管理を行わせる期間

①　日　　時　令和５年８月７日（月）
　　　　　　　午前10時から午前11時まで
②　場　　所　嘉手納町役場地下展示室
③　申込方法　参加希望者は令和５年８月２日（水）
　　午後５時までに町民保険課へ申し込んでください

〒904－0293　嘉手納町字嘉手納588番地
　　　　　　　  嘉手納町役場　町民保険課
電話番号：098－956－1111（内線153）

４ 説明会の開催 ５ 所管課及び問い合わせ先

3 募集要項等に関する質問書の受付

名称　嘉手納町健康増進センター　　　　　位置　嘉手納町字嘉手納２９０番地９　ロータリープラザ６階
施設　建築構造：鉄筋コンクリート造
面積　１,１１２．８２㎡（ロータリープラザ６階部分）

ア）温水プール室　延面積  ４４５．８９㎡　／　一般プール２０ｍ×８ｍ（４コース）、子供用プール１８㎡
イ）トレーニングルーム　延面積  ８０．５５㎡
ウ）その他構成施設及び設備等　事務室、男子・女子更衣室、シャワー、男女トイレ、多目的トイレ、障害者用トイレ、
機械室１、機械室２、健康管理室、倉庫、廊下、ベランダ

1 施設の概要

4 申請の資格

5 選定の基準等

6 選定及び指定の方法

冷やす場所 首

脇

足の付け根

症　状

町民保険課
保健師　大塚さん

対　処

涼しい場所へ移動
体を冷やす

冷やした水分・塩分摂取

基本的にはⅠ度の場合と同じ
症状が改善せず、ぐったり感が
強ければ救急車を呼ぶ

Ⅲ度の可能性がある場合は、
救急車を呼んでください。

※待つ間も応急処置を続けること！

□ めまい、立ちくらみ
□ こむら返り
□ どんどん汗をかく
□ 手足のしびれ
□ 気分が悪い

□ 頭痛
□ 吐き気がする、嘔吐
□ 体のだるさ
□ 集中力や判断力の低下

□ 意識障害（呼びかけへの反応がおかしい）
□ けいれん
□ まっすぐ歩けない（運動障害）
□ 異常な高体温
□ 異常な発汗、または汗が出なくなる

Ⅰ度

〔軽度〕

Ⅱ度

〔中等〕

Ⅲ度

〔重等〕

　また、自分で水分補給できる場合は、スポーツ
飲料などを飲みます。意識がはっきりしていない
ときは、誤って水分が気道に流れ込む可能性があ
るので、無理に飲ませるのは危険です。

　それでも症状の改善がみられ
ず、以下の表のⅡ度もしくはⅢ度
に該当する場合は救急車を呼ぶ
必要がある可能性があります。

嘉手納町健康増進センター
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　熱中症になってしまったときは、まずは日陰やクーラーが効いている部屋などの涼
しい場所に移動し、うちわや扇風機で体を冷やしましょう。 氷枕や氷水があれば、首
や脇の下、太ももの付け根（股関節部）にあてるのも効果的です。

「夜間の熱中症にもご注意を！」
　熱中症といえば、日中発症するものと思われがちですが、夜間睡眠中に
も起きます。特に熱帯夜が年間100日を超える沖縄では注意が必要です。
また、睡眠中の熱中症は初期症状が自覚できなかったり、周囲に気づかれ
にくいため重症化の危険性が高まります。
　寝る前、起きた後にコップ１杯の水を飲む、夜間も冷房機器を使用して
睡眠環境を整える、寝具はクールダウン効果が高いもの、寝衣は吸汗性の
あるものを選ぶなどして対策をしましょう。
　昼夜問わず熱中症予防を心掛け、元気に夏を過ごしましょう！

熱中症になってしまったら

保健師さんに聞きました！

　嘉手納町では、嘉手納町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例及び同施行規則に基づき「嘉手
納町健康増進センター」「嘉手納町体育施設、町民の家及び兼久海浜公園ウォーターガーデン」「嘉手納町営住宅等」
の指定管理者を次のとおり募集します。詳細につきましては、各施設の所管課までお問い合わせください。

　令和５年７月24日（月）から令和５年８月８日（火）ま
での午前９時から午後５時まで。募集要項の配布は所
管課となります。
※土曜日、日曜日及び祝日並びに正午から午後１時ま
でを除く

　令和５年７月24日（月）から令和５年８月24日（木）
までの午前９時から午後５時までに書面で所管課に
提出してください。
※土曜日、日曜日及び祝日並びに正午から午後１時ま
でを除く

　令和５年７月24日（月）から令和５年８月２日（水）までの午前９時から午後５時までに書面で所管課に提出すること。
※土曜日、日曜日及び祝日並びに正午から午後１時までを除く

⑴ 嘉手納町に主たる事務所または事務所を有している法人その他の団体（法人格の有無は不問であるが、個人での申請は不可）
※ 施設管理において専門的知識を要する施設（嘉手納町健康増進センター、嘉手納町営住宅等）についてはその限りではない
⑵ その他の資格要件は、各施設の募集要項に記載のとおりとする

⑴ 利用者の平等利用を確保することができるものであること
⑵ 事業計画書の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られるものであること
⑶ 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること

　嘉手納町公の施設に係る指定管理者候補者選定委員会における調査審議の結果を踏まえ、候補者を選定し、議会の承認を
経て指定管理者を指定します。

嘉手納町公の施設の指定管理者募集

共通事項
１ 申請書、募集要項等の配布 ２ 申請受付

　利用料金制度とする。
　詳細は、募集要項に記載のとおりとする。

　令和６年４月１日から令和１１年３月31日まで。ただ
し、この期間は嘉手納町議会による議決によって確定
することをご留意ください。

２ 利用料金に関する事項 ３ 管理を行わせる期間

①　日　　時　令和５年８月７日（月）
　　　　　　　午前10時から午前11時まで
②　場　　所　嘉手納町役場地下展示室
③　申込方法　参加希望者は令和５年８月２日（水）
　　午後５時までに町民保険課へ申し込んでください

〒904－0293　嘉手納町字嘉手納588番地
　　　　　　　  嘉手納町役場　町民保険課
電話番号：098－956－1111（内線153）

４ 説明会の開催 ５ 所管課及び問い合わせ先

3 募集要項等に関する質問書の受付

名称　嘉手納町健康増進センター　　　　　位置　嘉手納町字嘉手納２９０番地９　ロータリープラザ６階
施設　建築構造：鉄筋コンクリート造
面積　１,１１２．８２㎡（ロータリープラザ６階部分）

ア）温水プール室　延面積  ４４５．８９㎡　／　一般プール２０ｍ×８ｍ（４コース）、子供用プール１８㎡
イ）トレーニングルーム　延面積  ８０．５５㎡
ウ）その他構成施設及び設備等　事務室、男子・女子更衣室、シャワー、男女トイレ、多目的トイレ、障害者用トイレ、
機械室１、機械室２、健康管理室、倉庫、廊下、ベランダ

1 施設の概要

4 申請の資格

5 選定の基準等

6 選定及び指定の方法

冷やす場所 首

脇

足の付け根

症　状

町民保険課
保健師　大塚さん

対　処

涼しい場所へ移動
体を冷やす

冷やした水分・塩分摂取

基本的にはⅠ度の場合と同じ
症状が改善せず、ぐったり感が
強ければ救急車を呼ぶ

Ⅲ度の可能性がある場合は、
救急車を呼んでください。

※待つ間も応急処置を続けること！

□ めまい、立ちくらみ
□ こむら返り
□ どんどん汗をかく
□ 手足のしびれ
□ 気分が悪い

□ 頭痛
□ 吐き気がする、嘔吐
□ 体のだるさ
□ 集中力や判断力の低下

□ 意識障害（呼びかけへの反応がおかしい）
□ けいれん
□ まっすぐ歩けない（運動障害）
□ 異常な高体温
□ 異常な発汗、または汗が出なくなる

Ⅰ度

〔軽度〕

Ⅱ度

〔中等〕

Ⅲ度

〔重等〕

　また、自分で水分補給できる場合は、スポーツ
飲料などを飲みます。意識がはっきりしていない
ときは、誤って水分が気道に流れ込む可能性があ
るので、無理に飲ませるのは危険です。

　それでも症状の改善がみられ
ず、以下の表のⅡ度もしくはⅢ度
に該当する場合は救急車を呼ぶ
必要がある可能性があります。

嘉手納町健康増進センター
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１ 施設の概要１ 施設の概要
嘉手納町屋良町営住宅

位　　置：嘉手納町屋良１丁目13番地５
竣功年度：平成25年・築10年
２ＤＫ／23戸　　　住宅専用面積 50.７㎡
３ＤＫ（Ａ）／24戸　住宅専用面積 60.9㎡
３ＤＫ（Ｂ）／ 8戸　住宅専用面積 60.8㎡
３ＬＤＫ／23戸　　住宅専用面積 70.1㎡

位　　置：嘉手納町字兼久８５番地２５及び嘉手納町字屋良８７５番地
①嘉手納町総合運動場
　敷地面積 18,575㎡ ／ トイレ・管理棟、多目的スタンド、準備室
②嘉手納町ソフトボール場
　敷地面積 13,593㎡ ／ 倉庫棟、ダックアウト、本部席、スタンド
③嘉手納町テニス場
　敷地面積 5,439㎡ ／ ４コート（スタンド）
④嘉手納町兼久体育館（令和８年４月供用開始予定）
　建物面積 3,300㎡ ／ 事務室、多目的室、トイレ、倉庫、更衣室、シャワー室、トレーニングルーム、３×３コート、テニス練習

壁、駐車場
⑤嘉手納町野球場（令和７年２月供用開始予定）
　敷地面積 30,163㎡ ／ スタンド、トイレ、会議室、本部室、記者室、ピロティ、倉庫、医務室、事務室、ロッカールーム、ブルペ

ン、駐車場
⑥嘉手納町陸上競技場
　敷地面積 39,740㎡ ／ 管理室、更衣室、医務室、控室、放送室、器具庫、トイレ、シャワー室、屋外トイレ、駐車場
⑦嘉手納町スポーツドーム
　敷地面積 10,734㎡
　建物面積  3,120㎡ ／ 事務室、更衣室、電気室、器具庫、トイレ、ポンプ室、倉庫、会議室、トレーニングルーム、駐車場
⑧嘉手納町多目的広場
　敷地面積 5,300㎡　芝面積 4,620㎡

　利用料金制度とする。
　詳細は、募集要項に記載のとおりとする。

　令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで。ただ
し、この期間は嘉手納町議会による議決によって確定
することをご留意ください。

２ 施設の使用料に関する事項 ３ 管理を行わせる期間

①　日　　時　令和５年８月8日（火）
　　　　　　　午前１０時から正午まで
②　場　　所　嘉手納町役場２階中会議室
③　申込方法　参加希望者は令和５年８月３日（木）
　　午後５時までに都市建設課へ申し込んでください

〒904－0293　嘉手納町字嘉手納588番地
　　　　　　　  嘉手納町役場　都市建設課
電話番号：098－956－1111（内線333・334）

４ 説明会の開催 ５ 所管課及び問い合わせ先

　利用料金制度とする。
　詳細は、募集要項に記載のとおりとする。

　令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで。ただ
し、この期間は嘉手納町議会による議決によって確定
することをご留意ください。

２ 利用料金に関する事項 ３ 管理を行わせる期間

①　日　　時　令和５年８月９日（水）
　　　　　　　午後３時から午後４時まで
②　場　　所　嘉手納町役場３階会議室
③　申込方法　参加希望者は令和５年８月４日（金）
　　午後５時までに嘉手納町教育委員会　社会教育
　　課へ申し込んでください

〒904－0293　嘉手納町字嘉手納588番地
　　　　　　　  嘉手納町教育委員会　社会教育課
電話番号：098－956－1111（内線266・267）

４ 説明会の開催 ５ 所管課及び問い合わせ先

嘉手納町営住宅等嘉手納町体育施設、町民の家及び兼久海浜公園ウォーターガーデン

位　　置：嘉手納町字久得５番地
　敷地面積 7,563㎡
　建物面積 350㎡ ／ 畳間、厨房室、風呂場、倉庫、トイレ、駐車場

嘉手納町水釡第二町営住宅Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ棟

位　　置：嘉手納町水釡六丁目14番１号
【A棟】／16戸
竣功年度：昭和57年・築41年
住宅専用面積 65.9㎡
【Ｂ・Ｃ・Ｄ棟】／48戸
竣功年度：昭和58年・築40年
住宅専用面積 65.9㎡

嘉手納町営水釡高層住宅（一般向・高齢者向）

位　　置：嘉手納町字水釡379番地３
【高齢者向】／３戸
竣功年度：平成11年・築24年
住宅専用面積 61.8㎡
【一般向】／57戸
竣功年度：平成11年・築24年
住宅専用面積 67.9㎡

嘉手納町民住宅

位　　置：嘉手納町字水釡414番地２
竣功年度：平成16年・築19年
１ＬＤＫ／ ５戸　住宅専用面積 55㎡
２ＬＤＫ／10戸　住宅専用面積 65㎡
３ＬＤＫ／20戸　住宅専用面積 73㎡

新町１号館住宅

位　　置：嘉手納町字嘉手納463番地
竣功年度：平成18年・築17年
２ＬＤＫ／ 6戸　Ａタイプ：住宅専用面積 59㎡
２ＬＤＫ／ 2戸　Ｂタイプ：住宅専用面積 62㎡
３ＬＤＫ／10戸　住宅専用面積 66㎡

ロータリー２号館住宅

位　　置：嘉手納町字嘉手納290番地４
竣功年度：平成18年・築17年
１ＤＫ／ ４戸　　住宅専用面積 28㎡
２ＬＤＫ／ ６戸　Aタイプ：住宅専用面積 57㎡
２ＬＤＫ／ ４戸　Bタイプ：住宅専用面積 59㎡

嘉手納町都市再生住宅

位　　置：嘉手納町字屋良602番地１
竣功年度：竣功年度：令和３年・築２年
２ＤＫ／12戸　住宅専用面積 46.47㎡
３ＤＫ／ 6戸　住宅専用面積 57.03㎡

嘉手納町体育施設

嘉手納町町民の家

位　　置：嘉手納町字兼久85番地25
　敷地面積 5,480㎡ ／ 児童用プール（６２７㎡　水量３７６㎥）、幼児用プール（２２１㎡　水量８８㎥）、児童用スライダー、幼

児用スライダー、屋外シャワー、休憩所、管理室、ろ過室、更衣室、トイレ

嘉手納町兼久海浜公園ウォーターガーデン
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１ 施設の概要１ 施設の概要
嘉手納町屋良町営住宅

位　　置：嘉手納町屋良１丁目13番地５
竣功年度：平成25年・築10年
２ＤＫ／23戸　　　住宅専用面積 50.７㎡
３ＤＫ（Ａ）／24戸　住宅専用面積 60.9㎡
３ＤＫ（Ｂ）／ 8戸　住宅専用面積 60.8㎡
３ＬＤＫ／23戸　　住宅専用面積 70.1㎡

位　　置：嘉手納町字兼久８５番地２５及び嘉手納町字屋良８７５番地
①嘉手納町総合運動場
　敷地面積 18,575㎡ ／ トイレ・管理棟、多目的スタンド、準備室
②嘉手納町ソフトボール場
　敷地面積 13,593㎡ ／ 倉庫棟、ダックアウト、本部席、スタンド
③嘉手納町テニス場
　敷地面積 5,439㎡ ／ ４コート（スタンド）
④嘉手納町兼久体育館（令和８年４月供用開始予定）
　建物面積 3,300㎡ ／ 事務室、多目的室、トイレ、倉庫、更衣室、シャワー室、トレーニングルーム、３×３コート、テニス練習

壁、駐車場
⑤嘉手納町野球場（令和７年２月供用開始予定）
　敷地面積 30,163㎡ ／ スタンド、トイレ、会議室、本部室、記者室、ピロティ、倉庫、医務室、事務室、ロッカールーム、ブルペ

ン、駐車場
⑥嘉手納町陸上競技場
　敷地面積 39,740㎡ ／ 管理室、更衣室、医務室、控室、放送室、器具庫、トイレ、シャワー室、屋外トイレ、駐車場
⑦嘉手納町スポーツドーム
　敷地面積 10,734㎡
　建物面積  3,120㎡ ／ 事務室、更衣室、電気室、器具庫、トイレ、ポンプ室、倉庫、会議室、トレーニングルーム、駐車場
⑧嘉手納町多目的広場
　敷地面積 5,300㎡　芝面積 4,620㎡

　利用料金制度とする。
　詳細は、募集要項に記載のとおりとする。

　令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで。ただ
し、この期間は嘉手納町議会による議決によって確定
することをご留意ください。

２ 施設の使用料に関する事項 ３ 管理を行わせる期間

①　日　　時　令和５年８月8日（火）
　　　　　　　午前１０時から正午まで
②　場　　所　嘉手納町役場２階中会議室
③　申込方法　参加希望者は令和５年８月３日（木）
　　午後５時までに都市建設課へ申し込んでください

〒904－0293　嘉手納町字嘉手納588番地
　　　　　　　  嘉手納町役場　都市建設課
電話番号：098－956－1111（内線333・334）

４ 説明会の開催 ５ 所管課及び問い合わせ先

　利用料金制度とする。
　詳細は、募集要項に記載のとおりとする。

　令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで。ただ
し、この期間は嘉手納町議会による議決によって確定
することをご留意ください。

２ 利用料金に関する事項 ３ 管理を行わせる期間

①　日　　時　令和５年８月９日（水）
　　　　　　　午後３時から午後４時まで
②　場　　所　嘉手納町役場３階会議室
③　申込方法　参加希望者は令和５年８月４日（金）
　　午後５時までに嘉手納町教育委員会　社会教育
　　課へ申し込んでください

〒904－0293　嘉手納町字嘉手納588番地
　　　　　　　  嘉手納町教育委員会　社会教育課
電話番号：098－956－1111（内線266・267）

４ 説明会の開催 ５ 所管課及び問い合わせ先

嘉手納町営住宅等嘉手納町体育施設、町民の家及び兼久海浜公園ウォーターガーデン

位　　置：嘉手納町字久得５番地
　敷地面積 7,563㎡
　建物面積 350㎡ ／ 畳間、厨房室、風呂場、倉庫、トイレ、駐車場

嘉手納町水釡第二町営住宅Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ棟

位　　置：嘉手納町水釡六丁目14番１号
【A棟】／16戸
竣功年度：昭和57年・築41年
住宅専用面積 65.9㎡
【Ｂ・Ｃ・Ｄ棟】／48戸
竣功年度：昭和58年・築40年
住宅専用面積 65.9㎡

嘉手納町営水釡高層住宅（一般向・高齢者向）

位　　置：嘉手納町字水釡379番地３
【高齢者向】／３戸
竣功年度：平成11年・築24年
住宅専用面積 61.8㎡
【一般向】／57戸
竣功年度：平成11年・築24年
住宅専用面積 67.9㎡

嘉手納町民住宅

位　　置：嘉手納町字水釡414番地２
竣功年度：平成16年・築19年
１ＬＤＫ／ ５戸　住宅専用面積 55㎡
２ＬＤＫ／10戸　住宅専用面積 65㎡
３ＬＤＫ／20戸　住宅専用面積 73㎡

新町１号館住宅

位　　置：嘉手納町字嘉手納463番地
竣功年度：平成18年・築17年
２ＬＤＫ／ 6戸　Ａタイプ：住宅専用面積 59㎡
２ＬＤＫ／ 2戸　Ｂタイプ：住宅専用面積 62㎡
３ＬＤＫ／10戸　住宅専用面積 66㎡

ロータリー２号館住宅

位　　置：嘉手納町字嘉手納290番地４
竣功年度：平成18年・築17年
１ＤＫ／ ４戸　　住宅専用面積 28㎡
２ＬＤＫ／ ６戸　Aタイプ：住宅専用面積 57㎡
２ＬＤＫ／ ４戸　Bタイプ：住宅専用面積 59㎡

嘉手納町都市再生住宅

位　　置：嘉手納町字屋良602番地１
竣功年度：竣功年度：令和３年・築２年
２ＤＫ／12戸　住宅専用面積 46.47㎡
３ＤＫ／ 6戸　住宅専用面積 57.03㎡

嘉手納町体育施設

嘉手納町町民の家

位　　置：嘉手納町字兼久85番地25
　敷地面積 5,480㎡ ／ 児童用プール（６２７㎡　水量３７６㎥）、幼児用プール（２２１㎡　水量８８㎥）、児童用スライダー、幼

児用スライダー、屋外シャワー、休憩所、管理室、ろ過室、更衣室、トイレ

嘉手納町兼久海浜公園ウォーターガーデン
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●中小企業等エネルギー・食料品価格等高騰対策支援事業（調整中）

物価高騰対策支援事業
　国際情勢の変化に伴うエネルギー・原材料の価格高騰や、円安の影響で生じた物価高騰に対する生活
支援のため、下記の事業を実施いたします。
※調整中の事業については詳細が決まり次第、町ホームページや広報紙等にてお知らせいたします

　中小企業等が、エネルギー・食料品価格等の物価高騰への省エネ対策として行う設備
投資・事業継続につながる取り組みに対して、経費の一部補助を行う。

　金額：対象経費の90％、または補助限度額20万円のいずれか低い金額

嘉手納町商工会　TEL：956-2810

嘉手納町

事
業
者
支
援

●生活支援商品券配布事業（調整中）
　エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響により、厳しい生活環境におかれている
町民に対し商品券を配布し、町民および町内事業者に対する支援を行う。
　金額：通常商品券３千円分及び飲食専用商品券２千円分（１人あたり）

産業環境課　商工振興係　TEL：956-1111（内線325・326・327）

●電気・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業（調整中）
　電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい
低所得世帯（住民税非課税世帯等）に対して、負担軽減を図る。
　金額：３万円（１世帯あたり）

福祉課　社会福祉係　TEL：956-1111（内線128）

●低所得子育て世帯生活支援特別給付金支給事業（P12に詳細）
　食費等の物価高騰の影響を受けた子育て世帯に対し、低所得子育て世帯生活支援特
別給付金を支給することにより、生活の支援を行う。
　金額：５万円（児童１人あたり）

子ども家庭課　児童福祉係　TEL：956-1111（内線122）

町
民
生
活
支
援
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12
5 令和５年 春の叙勲

旭日双光章　受章を報告

　東区在住の田
た

仲
な か

康
こ う

榮
え い

さんが地方自治功労で旭日双
光章を受章し、當

と う

山
や ま

宏
ひろし

町長へ報告に訪れました。
　田仲さんは、昭和56年１月から令和３年１月までの
９期36年の長きにわたり町議会議員を務められ、議
員就任中は副議長、議会運営委員会委員長等の要職
を歴任し、地方自治の振興発展に貢献されてきたこ
とが評価されたものです。
　田仲さんは「今回の受章にあたって、本当に喜びに
堪えません。これまで多くの支援を頂きました皆様方
に与えられた章として、お受けすることにいたしまし
た。今回の受章を第二の人生の糧にし、引き続き嘉
手納町の発展と町民の皆さんの幸せのために、頑張っ
ていく決意です」と喜びを語りました。

19
5 介護予防講演会

　高齢者だれもが住み慣れた地域で生き生きと安心
して暮らし、お互いを支え合う地域社会の実現を目的
に、北区コミュニティーセンターにおいて介護予防の
講演会が行われました。
　健康運動指導士の津

つ

波
は

古
こ

浩
ひ ろ

乃
の

さんとお笑いタレント
「ゆうりきや～」のお二人が、介護予防の大切さにつ
いて笑いを交えて説明しました。
　津波古さんは「動かなくなると動けなくなる。長時
間の運動でなくても、簡単なストレッチや、外出をす
るだけでも介護予防につながる」と話しました。
　町内各自治会では、定期的に高齢者の健康増進に
関する事業を行っています。この機会にご自身やご家
族の介護予防について考えてみましょう。

19
5 前川守賢さん（元ちゃん）が

嘉手納町にやってきた！

　「かなさんどー」「遊び庭（あしびなー）」などの有名
曲で知られる沖縄民謡歌手の前

ま え

川
か わ

守
し ゅ

賢
け ん

さんが嘉手納
町への転居の報告のため、當

と う

山
や ま

宏
ひろし

町長を訪ねました。
　前川さんは「これからイベントがどんどん再開され
ていくと思うので、ぜひ参加させていただき『元気な
元
げ ん

ちゃん』を売りに嘉手納町に貢献したい」と話しま
した。
　これからの嘉手納町のイベントがより一層にぎやか
になりそうです。

●中小企業等エネルギー・食料品価格等高騰対策支援事業（調整中）

物価高騰対策支援事業
　国際情勢の変化に伴うエネルギー・原材料の価格高騰や、円安の影響で生じた物価高騰に対する生活
支援のため、下記の事業を実施いたします。
※調整中の事業については詳細が決まり次第、町ホームページや広報紙等にてお知らせいたします

　中小企業等が、エネルギー・食料品価格等の物価高騰への省エネ対策として行う設備
投資・事業継続につながる取り組みに対して、経費の一部補助を行う。

　金額：対象経費の90％、または補助限度額20万円のいずれか低い金額

嘉手納町商工会　TEL：956-2810

嘉手納町

事
業
者
支
援

●生活支援商品券配布事業（調整中）
　エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響により、厳しい生活環境におかれている
町民に対し商品券を配布し、町民および町内事業者に対する支援を行う。
　金額：通常商品券３千円分及び飲食専用商品券２千円分（１人あたり）

産業環境課　商工振興係　TEL：956-1111（内線325・326・327）

●電気・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業（調整中）
　電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい
低所得世帯（住民税非課税世帯等）に対して、負担軽減を図る。
　金額：３万円（１世帯あたり）

福祉課　社会福祉係　TEL：956-1111（内線128）

●低所得子育て世帯生活支援特別給付金支給事業（P12に詳細）
　食費等の物価高騰の影響を受けた子育て世帯に対し、低所得子育て世帯生活支援特
別給付金を支給することにより、生活の支援を行う。
　金額：５万円（児童１人あたり）

子ども家庭課　児童福祉係　TEL：956-1111（内線122）

町
民
生
活
支
援
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22
5 ブレイクダンス準優勝を報告

　嘉手納小学校４年生の新
あ ら

崎
さ き

盛
せ い

柊
しゅう

さんが、2月26日
に開催されたオールジャパンチャレンジカップ2022
ファイナル小学3年生以下の部で準優勝、3月25日に
開催されたジャパンキッズブレイキンカップ2022小学
生低学年男子の部でベスト４の成績を収め、當

と う

山
や ま

宏
ひろし

町長へ報告に訪れました。
　新崎さんは「ベスト４で負けてしまったが、ベスト
８以上という目標は達成できたので嬉しかったです」
と話し、當山町長は「このように素晴らしい成績を収
めたという報告を聞き、大変嬉しく思います。これか
らも一生懸命練習して、頂点を目指してください」と
激励しました。

11
5 春の全国交通安全運動出発式

　５月11日より５月20日までの10日間実施される、
春の全国交通安全運動の出発式が、読谷村文化セン
ター中ホールで行われました。出発式で嘉手納町交
通安全推進協議会会長當

と う

山
や ま

宏
ひろし

町長代理の副会長比
ひ

嘉
が

孝
た か

史
し

副町長は「交通ルールの知識や経験に乏しい
子ども達の通学が始まり、また、高齢歩行者の交通
事故も増加傾向にあることから、家庭や職場、地域
において、交通事故を防止するための運動を更に広
げていただきたい。また、本県の長年の懸念である

「飲酒運転の根絶」に向けては「乗るなら飲むな」「飲
むなら乗るな」の運動を継続して取り組んでいただき
ますようお願い申し上げます」と呼びかけました。

17
5 スポーツ指導者等講習会

　かでな未来館において、地域に根ざした社会教育
の展開を推進していくための資質の向上、本町の社
会体育振興を目的に、町内のスポーツ指導者、関係
者を対象に講習会が実施され、参加者が応急手当の
方法やAEDを使用した心肺蘇生の方法について学び
ました。
　講師の那覇日経ビジネス学校長川

か わ

畑
ば た

三
み つ

矢
や

さんは「救
急車の到着までにかかる時間は約７分程度。救命率
を高めるには、救命処置に必要な知識や技術を繰り
返し学び、しっかりと身につけることが重要である。
嘉手納町はAEDの設置率も非常に高いので、勇気を
もってAEDを使用して欲しい」と呼びかけました。

24
5 嘉手納町商工会通常総会

　町中央公民館大ホールにおいて、町商工会の令和5
年度通常総会が開催されました。
　村

む ら

山
や ま

博
ひ ろ

子
こ

会長は「コロナの分類が第５類となり、経
済はコロナ前の活動ができる状況となりましたが、イ
ンボイスの導入やデジタル化の伸展、原材料の高騰等
により経営規模の小さな事業所においては厳しい状
況になるものと予想されます。影響を最小限に留める
ための支援を、迅速かつきめ細やかに実施して参りま
す」と挨拶しました。
　議案審議後には永年勤続優良従業員表彰が行われ、
勤続５年から30年の33名の方に表彰状および記念品
が贈呈されました。
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生活、子育て、趣味、イベント等の最新情報をお届けします。新しい情報をチェックしてください！

information
町民インフォメーション

生活情報

 後期高齢者医療制度　被保険者のみなさまへ
 令和５年８月から被保険者証が切り替わります

　新しい被保険者証は、７月下旬までに、郵送いたします。
※ただし、保険料に未納がある方は、窓口での交付になります（他、窓口での交付希望の方は、事前に後期高齢者
医療担当までご連絡ください）
○被保険者証が届いたら、住所・氏名・一部負担金の割合を確認してください
○８月からは、医療機関の窓口に新しい被保険者証を提示してください

保険料の決まり方
　被保険者が均等に負担する「被保険者均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて決まる「所得割額」の合計
額となり、後期高齢者医療広域連合ごとに決められます。

※保険料には賦課限度額（保険料の上限額）が決められており、令和５年度の賦課限度額は66万円です

均等割額の軽減について
　世帯主と後期高齢者医療保険に加入している被保険者の所得額の合計に応じて、均等割額が軽減されます。

世帯の所得額の合計 均等割額の軽減割合
基礎控除額（43万円）を超えない世帯 ７割
基礎控除額（43万円）＋29万円×世帯に属する被保険者数を超えない世帯 ５割
基礎控除額（43万円）＋53.5万円×世帯に属する被保険者数を超えない世帯 ２割

※給与所得者等が２人以上いる世帯については、基礎控除額（43万円）に（給与所得者等の数－１）×10万円が
加算されます

お問い合わせ 　町民保険課　国民健康保険係　TEL：956-1111（内線161・166）

※7月31日までは旧証をお使いください

被保険者証の
色（ピンク）の
変更はありません

旧証

※8月1日からは新証をお使いください

新証

１人当たりの
保険料 = +

被保険者均等割額 所　得　割　額
48,440円 基礎控除(43万円)後の総所得金額等×所得割率8.88％
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 令和５年度 低所得子育て世帯生活支援特別給付金のお知らせ
　食費等の物価高騰の影響を受けた子育て世帯に対し、低所得子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
※令和５年３月分児童扶養手当受給世帯の方、及び令和４年度に実施した低所得子育て世帯生活支援特別給付金を
受け取った世帯の方には既に支給済みです
支給対象となる世帯

○ひとり親世帯分
　支給対象者は、下記のいずれかに当てはまる方です。
①公的年金給付（遺族年金、障害年金、老齢年金等）を受けていることにより、令和５年３月分の児童扶養手当の
支給を受けていない方
②食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっ
ている方
○ひとり親世帯以外分の子育て世帯
　支給対象者は、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変した方で、下記のいずれかに当てはまる方です。
①令和５年度の住民税均等割が非課税である方
②①と同様の事情にあると認められる方
対象児童

　平成17年４月２日（特別児童扶養手当の受給対象児童の場合は平成15年４月２日）から令和６年２月29日まで
に出生した児童。
※ひとり親世帯分の給付金を受給した児童は除く
支給金額 　対象児童１人あたり５万円
申請期限 　令和６年２月29日(木)

　詳しくは、右のQRコードをご覧いただくか、子ども家庭課
児童福祉係までお問い合わせください。

お問い合わせ 　子ども家庭課　児童福祉係　TEL：956-1111（内線122）

【ひとり親世帯分】 【ひとり親世帯以外分】

 マイナンバーカードの受け取りとマイナポイントの申請はお早めに！
①マイナポイントの申込期限は、令和５年９月末です
※楽天Edy（サンエーカード等）は９月12日まで
②ポイントの申込みには、令和5年2月末までに申請したマイナンバーカードが必要です

（市区町村から交付通知書が届いたら、お早めにカードを受け取りにお越しください）
③ポイント申込期限（9月末）間際には窓口が混雑しますので、お早めのカード受け取
りを重ねてお願いします
※ポイント申込サイトも混雑することが考えられるので、カードを受け取ったらお早め
にポイントをお申込みください
マイナンバーカードの時間外交付を行います 　

　お仕事などで平日の開庁時間に役場へご来庁できない方は、時間外交付をご利用ください。
　受け取りについては、事前に予約が必要です。必ずお電話にて事前予約をお願いします。
※交付については、マイナンバーカードを申請後「個人番号カード交付・電子証明書発行通
知書兼照会書」（ハガキ）を送付している方が対象です
※マイナンバーカードの受け取りは、必ずご本人がお越しください（代理受け取りは、厳格
な条件を満たさない限り認められていません）
日　時 　7月 ９日（日）　午前９時から午後１時まで

　　　　　7月13日（木）　午後８時まで
　　　　　7月23日（日）　午前９時から午後１時まで
※時間外交付の来庁は、役場東側入り口をご利用ください
　また、マイナンバーカードに関する申請書作成等の相談をご希望の方は、事前にご連絡ください。
　ご予約・詳しい内容は住基年金係までお問い合わせください。

お問い合わせ 　町民保険課　住基年金係　TEL：956-1111（内線141・144）

　9月末よりも早く
申込みを締め切る
決済サービスもあ
るから注意！
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 年金だより　国民年金保険料の一般免除・納付猶予の申請手続きは７月から受け付け開始！

　新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除は令和４年度分（免除・納付猶予
は令和４年７月～令和５年６月分、学生納付特例は令和４年４月～令和５年３月分）の申請まで可能です。

お問い合わせ 　コ  ザ  年  金  事  務  所　TEL：098-933-2267
　　　　　　　　町民保険課　住基年金係　TEL：956-1111（内線141・147）

所得が少ない方は
全額または一部免除

50歳未満の方は
納付猶予制度

学生の方は
学生納付特例制度（４月から受付中）

　所得に応じて「全額免除」「4分
の1納付（4分の3免除）」「半額納
付（半額免除）」「4分の3納付（4分
の1免除）」の4段階があります。

所得（収入）が少なく、保険料の納
付が困難なときは

就職が困難などにより保険料の
納付が困難なときは

学生本人の前年所得が128万円以
下の場合

　保険料免除制度と同様に年金
事務所で審査しますが、世帯主の
所得審査を必要としない制度で
す。その為、審査基準が緩やかに
なっています。

　その期間の保険料の納付が猶
予されます。ただし「申請者本人」
「申請者の配偶者」のいずれもが
前年所得などの定められた基準
以下であることが条件です。

　在学期間中の保険料を社会人
になってから納めることができ
る制度です。

　その期間の保険料の納付が猶
予されます。
○対象となる学校は
大学（大学院）、短大、高等専門学
校、専修学校、及び各種学校など。
※各種学校の学生は、修業年限
が1年以上の課程に在学していれ
ば対象となります
※申請は毎年度必要です
※今年度「学生納付特例」の承認
を受けた人で、翌年度も同じ学校
に在学される人には、はがきが送
付されます。必要事項を記入し、
送付することで申請手続きがで
きます
※学生本人に扶養親族がいる場
合は対象基準が変わります

　保険料の全額、4分の3、半額、4
分の1の納付が免除されます。た
だし「申請者本人」「申請者の配偶
者」「世帯主」のいずれもが前年所
得などの定められた基準以下で
あることが条件です。

　全額免除、納付猶予は申請時のご希望により翌
年度以降も継続して審査ができ、毎年度の申請書
の提出が省略できます。
※失業や被災などを理由として承認された方や４
分の１納付、半額納付、４分３納付を承認された方
は、毎年度申請が必要です

住基年金係に申請後、日本年金機構による審査で承認を受けると

 令和5年度介護保険料の決定について
　令和5年度の介護保険料が決定いたしました。納付書払いまたは口座引落（普通徴収）の方は、7月中頃に納入
通知書をお送りいたします。年金からの天引き（特別徴収）の方は9月中頃に決定通知書をお送りいたします。
　介護保険料は原則的には年金からの天引き（特別徴収）ですが、年度途中で65歳に到達した方や広域連合構成
市町村外から転入した方など、新たに第1号被保険者となった場合は、特別徴収に切り替わるまでの間、納付書払
いまたは口座引落（普通徴収）となります。また、前年度途中で特別徴収が停止となった方も、再び特別徴収へ切
り替わるまでの間は普通徴収となります。
コンビニ収納について

　コンビニエンスストアでの納付が可能となり、時間や曜日を気にせずに納付が可能となりましたので、ぜひご活
用ください。

お問い合わせ 　沖縄県介護保険広域連合　会計課　TEL：098-911-7503
　　　　　　　　福祉課　社会福祉係　TEL：956-1111（内線186）
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 母子（親子）健康手帳を活用しましょう
母子（親子）健康手帳とは？ 　

　妊娠中や乳幼児期は急に健康状態が変化しやすいこと、この時期が生涯にわたる健康づくり
の基盤になることから、お母さんとお子さんの健康を守るために母子健康手帳が作られました。
　母子健康手帳は、妊娠の届出をした方に対して市町村が交付します。妊娠かな？と思ったら、
医療機関を受診し、早めに母子健康手帳の交付を受けましょう。
※親子健康手帳と一緒に、14回分の妊婦健康診査受診票（別冊）と2回分の産婦健康診査受診
票（別冊）も一緒に交付され、医療機関等にて公費で各健康診査が受けられます

令和４年度に内容の見直しが行われました 　
　母子健康手帳はおよそ10年ごとに内容の見直しが行われており、前回は平成24年度に改正
されました。前回の改正から10年が経過した令和4年度に見直しを行い、改正された母子健康
手帳が令和5年4月から交付されています。

（沖縄県では、平成21年度から母親だけではなく、家族みんなで育児ができるよう家族等が記
載できる欄を追加し「親子健康手帳」と名称が変更されています）

主な見直しポイント 　
①妊産婦に関すること：産後のメンタルヘルスについての記録ができるようになり、心や体のことで悩みがある場
合に相談するよう記載されています。また、産後ケア事業や相談機関（母子健康包括支援センター等）を利用した
際の記録欄も追加されています
②子どもに関すること：「保護者の記録」「健康診査の記録」として「生後2週間頃」と「生後2か月頃」の記載欄が
追加されています。また、子どもの事故予防に関する質問や、3歳児健診における視覚検査に関する、屈折検査の
実施について記録できる欄が追加されています
③その他：災害の備え・対策についても記載できる欄が追加されています

　お子さんが大きくなったら、一緒に妊娠中から出産、現在に至るまでを振り返る機会
を作ってください。お父さん・お母さんの愛情が伝わると思います。母子（親子）健康
手帳は20歳までの記録が記載できるようになっているので、20歳のお誕生日にプレゼ
ントすることができたら、とても素敵ですね♡

お問い合わせ 　子ども家庭課　母子保健係　TEL：956-1111（内線270）

保 健 師
だ よ り

 教えて！ 国民健康保険（vol.222）
 国保税は期限内に納めましょう！ 保険税はみんなの健康を支えています

　国保はみなさんの健康と暮らしを守るための制度です。国などからの補助金とみなさんが納める保険税は、みな
さんがお医者さんにかかったときの医療費などにあてられる大切な財源です。保険税は期限内にきちんと納め、国
保が健全に運営できるようにご協力をお願いします。

保険税は世帯主が納めます！
　保険税を納める義務は世帯主にあります。世帯主が国保に加入して
いなくても、世帯の中に加入者がいれば納税通知書は世帯主に送付さ
れます。

保険税を滞納すると…
　督促手数料や延滞金が徴収されることで負担が増えたり、国保の給
付が差止めになったり、滞納処分で差押の対象になります。

【夜間・休日窓口のお知らせ】
夜間窓口 　7月13日（木）・8月10日（木）午後8時まで
休日窓口 　7月23日（日）・8月27日（日）午後1時～午後5時
お問い合わせ 　町民保険課　国民健康保険係

　　　　　　　　TEL：956-1111（内線162・163）
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 国内での麻しん流行、MR（麻しん風しん混合）予防接種について
　現在国内で麻しん（はしか）の感染事例が報告されています。今後さらなる海外輸入例や国内における感染伝播
事例が増加することが懸念されます。
　MR（麻しん風しん混合）ワクチンを受けることによって、95％程度の人が麻しんウイルス・
風しんウイルスに対する免疫を獲得することができ、流行を防ぐことができます。定期接種(無
料)の対象のお子さんは、流行に備えるため早めの接種を受けましょう。
対象者 　MR １期：１歳～２歳になる前（誕生日の前日）まで

　　　　　MR ２期：幼稚園年長（平成29年度生まれ）

お問い合わせ 　町民保険課　健康予防係　TEL：956-1111（内線149） 詳しくはこちら

 台風等の災害時に備えましょう！　〜上下水道課からのお知らせ〜
　上下水道課では、災害に備えてさまざまな対策を行っていますが、台風等の⼤きな
災害が発生すると広い範囲で断水する可能性があります。
　集合住宅※1に加圧ポンプ※2を設置している場合は、台風等による停電で加圧ポンプ
が動かなくなり、電力が復旧するまで一時的に断水になる恐れがあります。
　台風接近時等には、万一の断水に備えて、各自において飲料水など生活用水の確保
をお願いいたします。
※1  アパート、マンション、県営住宅、町営住宅等
※2  水に圧力を加え、高い場所にあるタンクに水を入れたり、直接、蛇口へ水を送る機械

お問い合わせ 　上下水道課　TEL：956-4439

募集

 令和5年度　ニライ消防本部　職員採用試験
職種・採用予定人数・従事する業務内容

職種区分 採用予定人数 従事する業務内容

消防職 若干名 消防本部または消防署に勤務し、火災予防、消火・救急・救
助活動、その他消防行政に関する業務に従事します。

受験資格

受験資格 学歴、年齢、資格免許、住所要件あり

試験の期日及び場所
試験区分 試験期日 場　　所
一次試験

（筆記試験/適性検査） 令和5年9月17日（日） ニライ消防本部

　一次試験合格者は二次試験（体力試験）、二次試験合格者は三次試験（口述試験）があります。

受験申込みその他手続き
　受験申込書等は、ニライ消防本部総務課またはニライ消防本部のホームペー
ジで入手できます。
※詳細については、ニライ消防本部ホームページをご確認ください

お問い合わせ 　ニライ消防本部　総務課　人事係　TEL：956-9914 ニライ消防本部HP
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 令和6年度外語塾生募集　嘉手納外語塾推薦入試のお知らせ
出願資格

１）日本国籍を有する18歳～19歳(平成16年 4月2日生～平成18年4月1日生)とし、令和6年3月卒業見込みの者
２）本人または生計を一にする保護者が令和5年4月1日現在、本町に3年以上住所を有し、引き続き居住する者
３）推薦資格は、次の各号のいずれか一つに該当する者で、出身高等学校長が推薦した者

（１）英語の成績が4.0以上の者
（２）英語検定「準２級」以上を取得している者
（３）高等学校での特別活動（生徒会等）、部活動、ボランティア活動、出席率が良好な者、及び他の生徒の模

範となる者
出願期間 　令和5年7月18日（火）～ 8月10日（木）午前8時30分～午後5時15分

　　　　　　※ただし、平日の正午～午後1時、土日祝日は除く
　　　　　　※諸行事のため事務局が不在の場合がありますので、電話にて確認の上、ご来塾ください
試験科目 　小論文（日本語600 ～800字）

　　　　　　面接（日本語・英語）
試験日時 　令和5年8月18日（金）
試験会場 　嘉手納外語塾（ロータリープラザ3階）
募集人員 　５名以内
合格発表 　令和5年8月30日（水）　午前10時

お問い合わせ 　嘉手納外語塾　TEL：956-1616

 嘉手納外語塾オープンスクール！ 外語塾生活を体験してみよう！！
≪嘉手納外語塾の特色≫　・修学期間２年　　・授業料不要　　・奨学金支給　　・少人数クラス
体験可能講座 　※当日、講座内容が変更になる場合もあります

８月14日（月） ８月15日（火） ８月16日（水）
09：00 ～10：20 英会話Ⅰ 英検対策初級 ライティング&英会話
10：30 ～12：00 リスニングⅠ リーディングⅠ TOEIC対策初級
13：00 ～14：30 マナー講座 英語で沖縄紹介 英検対策
14：40 ～16：10 コンピューター コンピューター コンピューター

申込期間 　令和5年８月1日（火）～ 8日（火）　※土日は除く
対 象 者 　高校生から25歳までの嘉手納町民
申込方法 　希望する講座を電話にて外語塾までご連絡ください

お問い合わせ 　嘉手納外語塾　TEL：956-1616

 学校支援ボランティア募集　～地域学校協働活動推進事業～
　令和５年度の学校支援ボランティアを募集しております。
　学校と地域が協働で子どもたちを育む活動として、学校からの依頼に基づき、各町立学校の地域コーディネーター
が登録された学校支援ボランティアへ依頼・調整し、学校支援ボランティアが学校と協働で活動を行うというもの
です。「できることを　できるときに　できるところから」の精神で進めております。子ども
たちは、地域の方との触れ合いのなかから学ぶことがたくさんありますので、ぜひご協力を
お願いいたします。
　希望される方は、申込用紙を社会教育課へ提出ください。
※申込用紙は、社会教育課、または町教育委員会ホームページで入手できます

お問い合わせ 　社会教育課　社会教育係　TEL：956-1111（内線262） 詳しくはこちら
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 自衛官募集のご案内
種　　　目 受験資格 受付期間等

防衛医科大学校医学科学生

18歳以上21歳未満の高卒者（見込含）
または高専3年次修了者（見込含）

令和5年7月1日~10月11日
（試 験 日：令和5年10月21日）

防衛医科大学校看護学科学生
（自衛官候補看護学生）

令和5年7月1日~10月4日
（試 験 日：令和5年10月14日）

防衛大学校学生

推　　薦：令和5年9月5日~9月8日
（試 験 日：令和5年9月16・17日）
総合選抜：令和5年9月5日~9月8日

（試 験 日：令和5年9月16日）
一　　般：令和5年7月1日~10月18日

（試 験 日：令和5年10月28日）

航　空　学　生

航空要員：18歳以上21歳未満
海上要員：18歳以上23歳未満
※高卒者（見込含）または高専3年次修
了者（見込含）

令和5年7月1日~9月7日
（試 験 日：令和5年9月18日）

一般曹候補生
18歳以上33歳未満

令和5年7月1日~9月5日
（試 験 日：令和5年9月15~24日いずれか1日)

自衛官候補生 通年実施

　詳しくは、自衛隊沖縄地方協力本部のホームページをご覧ください。
お問い合わせ 　

自衛隊沖縄地方協力本部　沖縄募集案内所　TEL：098-937-1608

 パソコン講座 受講生募集（Excel 基礎講座・Excel 応用講座）

講座名 Excel 基礎講座
〜 Excel の基本を学ぼう〜

Excel 応用講座
〜 Excel を使いこなそう〜

日　時 令和5年8月7日(月) 〜8日(火)
午後6時〜午後9時

令和5年8月21日(月) 〜22日(火)
午後6時〜午後9時

場　所 嘉手納町マルチメディアセンター3 階 大会議室
対象者／定　員 嘉手納町内・町外／定員各講座10 名

受講料 嘉手納町内在住・在勤　無料 ／ 町外　500円
テキスト代 500円

申込先・お問い合わせ 　マルチメディアセンター管理事務所　TEL：956-1140

 春秋叙勲の候補者としてふさわしい方の推薦（一般推薦制度）
　内閣府では、一般の方から春秋叙勲の候補者の推薦を受け付けています。
　これは人目につきにくい分野において真に功労のある方や、多数の分野で活躍し功労のある方を把握するための
ものです。詳しくは「叙勲・一般推薦」で検索し、内閣府ホームページをご確認ください。
候補者の要件 　長年地域で幅広く公共のために活躍（概ね20年以上）した方で、70歳以上の方等
推  薦  方  法 　・推薦者１名、賛同者２名が必要（共に20歳以上）　　

　　　　　　　　・自分自身や二親等内の親族関係にある方の推薦は不可
　　　　　　　　・指定の様式の推薦書を下記担当窓口へ郵送（常時受付中）
　　　　　　　　※推薦書は、直接、内閣府担当窓口へご郵送ください

お問い合わせ 　内閣府賞勲局　一般推薦担当
　　　　　　　　〒100-8914　東京都千代田区永田町1-6-1　TEL：03-3581-2868 内閣府HP

自衛隊沖縄地方
協力本部HP
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 令和5年度【9月開講】障がい者委託訓練生募集
【募集期間：令和5年7月3日（月）～令和5年7月24日（月）】

コース名 募集人数 訓練期間 募集対象 訓練場所 委託先

リネン類
クリーニング科

（実践）
2名 9/1 ～11/30

（３か月）
知的、精神、発達、その他

（高次脳機能障がい、難病） 宜野湾市
沖縄綿久寝具

株式会社
【本社工場】

介護補助
サービス科
（実践）

1名 9/1 ～11/30
（３か月）

身体障害（上肢）、知的障害、
精神障害、発達障害、その
他（高次脳機能障害、難病）

宜野湾市
株式会社

ふれあい介護
センター

※受講料無料（但し保険料などは自己負担）
※詳しくは、具志川職業能力開発校へお問い合わせください

お問い合わせ 　具志川職業能力開発校　TEL：098-973-6680

お名前　中
な か

川
が わ

 優
ゆ う

司
し

生年月日　令和５年４月４日生

パパ　美
み

優
ゆ

士
じ

　　ママ　舞
ま い

一言どうぞ!!
はいさーい♬元気いっぱい笑顔いっぱい 優しく逞しく育ってね〜。

　「ピヨピヨ写真館」のコーナーでは、嘉手納町
の新しい仲間たちの誕生を祝って1歳未満のかわ
いい「かでなっ子」を紹介して
います。
　詳しい応募方法はQRコードを
確認してください。

 危険物取扱者試験の実施について
試　験　日 　令和5年8月13日（日）
試験の種類 　甲種、乙種（第１類～第6類）、丙種
試 験 会 場 　北部農林高等学校、琉球大学工学部、那覇工業高等学校

願書受付期間 　令和5年７月4日（火）～13日（木）
願書配布先 　各消防本部予防課、ジュンク堂書店那覇店　他

※電子申請もできますので、詳しくは消防試験研究センターのホームページをご覧ください

お問い合わせ 　（一財）消防試験研究センター沖縄支部　TEL：098-941-5201

 放送大学入学生募集のお知らせ
　放送大学は、令和５年10月入学生を募集しています。
　幅広い世代の8万5千人以上の学生が、大学卒業や学びの楽しみなど、様々な目的で学んでいます。心理学・
福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科学など、300以上の授業科目があり、テレビやインターネットで1科
目から学ぶことができます。
出願期間 　第1回：8月31日まで　　第2回：9月12日まで

※資料を無料で差し上げています
※詳しくは、放送大学沖縄学習センターまでお問い合わせください

お問い合わせ 　放送大学沖縄学習支援センター　TEL：098-895-5952

詳しくはこちら

詳しくはこちら
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その他の情報

 サマースクールの開催（町青少年センター）
　国語・算数・数学の教科が苦手な皆さん、いろんな問題にチャレンジし自信につなげたい皆さん、一緒に青少年
センターで学習をしませんか？
日　時 　7月25日（火）～8月15日（火）午前9時～正午

　　　　　※土・日・祝日を除く
対象者 　小学校5・6年生、中学生、高校生、既卒の青少年

　　　　　（進学を希望する方）
場　所 　町青少年センター「ふれあいスクール」2Ｆ
持ち物 　夏休みの課題や教科書、活用している問題集等

※教育相談員や適応指導教室の指導員が個別に支援します
○青少年センターは、教育相談活動や健全育成事業をとおして青
少年の健やかな成長を支援する施設です。学校のこと、友だちの
こと、家庭のことなど、スクールカウンセラーや教育相談員が困っ
たことを聞き、一緒に考えます。お気軽にご相談ください！

お問い合わせ 　青少年センター　TEL：956-1717

 青い羽根募金へのご協力について
　公益社団法人琉球水難救済会は、海で働く人々が救助員となり、身近な海域で水難に遭った人々を救助するボラ
ンティア団体です（公的機関の海難救助活動開始前に現場へ急行し、初動救助活動に当たっています）
　毎年７月１日から８月31日までの２か月間を「青い羽根募金強調運動期間」として運動を展開しています。青
い羽根募金は、船舶の遭難や水難事故の際の人命救助等の組織的訓練及び救難資器材購入等に役立てています。町
民の皆さまのご協力をお願いいたします。
募金振込先 　沖縄銀行　高橋支店　普通　1526329		  琉球銀行　壺屋支店　普通　4139

　　　　　　　海邦銀行　泊支店　　普通　0-508-276	 ゆうちょ銀行　　　　　　　01780-5-46048
口 座 名 義 　公益社団法人琉球水難救済会

お問い合わせ 　公益社団法人琉球水難救済会　TEL：098-868-5940

 久得第二配水池完成
　令和３年度・令和４年度に防衛施設周辺民生安定
施設整備事業補助金を活用し久得第二配水池築造工
事を行いました。
　久得配水池と合わせて２池体制となり、より一層

「安心・安全な水道水」の安定的な供給が可能となり
ました。

ご寄附ありがとうございました

人材育成会への寄附について

＜嘉手納町字嘉手納＞
兼村 憲諦様より
嘉手納町人材育成会指定寄附金として

100,000円
（令和５年5月30日）

社会福祉協議会への寄附について

＜嘉手納町字嘉手納＞
兼村 憲諦様より
故妻 兼村安子様の香典返しとして

100,000円
（令和５年5月30日）

嘉手納町への寄附について

＜那覇市首里儀保町＞
株式会社シビルエンジニアリング様より
一般寄附として

100,000円
（令和５年5月12日）

マクドナルド

マクドナルドの裏だよ

COCO壱番屋

ふく薬品

水釡通り

青少年センター

◀北谷 嘉手納ロータリー▶58
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〒904-0204  沖縄県嘉手納町字水釡389－7
TEL（098）956-1694㈹   FAX（098）956-9623
〒904-0204  沖縄県嘉手納町字水釡374－6
TEL（098）921-9910　　FAX（098）921-9909

本 社

工 事 部

営業種目 特別高圧変電設備及外線内線工事
土木工事・管工事一式

有限会社  尚伸電工
（特-30）第2965号

TEL：098-956-8877  FAX：098-901-7889
〒904-0204 沖縄県中頭郡嘉手納町字水釡195

売買・賃貸・管理・軍用地売買相談

 令和５年度　平和祈願祭について
　恒久平和の誓いを新たに、平和祈願祭を下記のとおり挙行いたします。
　公私ともご多忙とは存じますが、ご参列くださいますようご案内申し上げます。
※日中は暑いと思われますので、軽装でご参加ください
日　時 　令和５年８月15日（火）　午前11時
場　所 　嘉手納町「招魂之塔」（野國總管宮近く）

お問い合わせ 　福祉課　社会福祉係　TEL：956-1111（内線186）

 農林健児之塔慰霊祭
　下記のとおり慰霊祭を行いますので、ご遺族及び同窓生、関係者の皆様へご
参列くださいますようご案内申し上げます。
日　時 　令和５年８月15日（火）　午前10時
場　所 　嘉手納町「農林健児之塔」（野國總管宮、奥）

お問い合わせ 　教育総務課　教育総務係　TEL：956-1111（内線254）

 赤十字奉仕団員として活動して
 みませんか？

　赤十字奉仕団は、赤十字のボランティア活動を通
じて地域社会に貢献したいという思いを持った方々
により結成されたボランティアグループです。
　嘉手納町赤十字奉仕団では、団員の方を募集してお
ります。赤十字奉仕団の活動に興味がある方は、福
祉課までお問い合わせください。
主な活動 　

・町内献血会場における献血推進活動
・赤十字活動資金募集活動　　他

お問い合わせ
福祉課　社会福祉係
TEL：956-1111（内線127）

 第12回嘉手納町しまくとぅば語やびら大会
 ～誰もが気軽にうちなぁぐちを使える楽しい町づくり～

　9月18日は「しまくとぅばの日」です。
幅広い年齢層にふるさとの言葉に関心を高
めてもらい、楽しく“しまくとぅば”に触れ
る機会として「第12回 嘉手納町しまくとぅ
ば語やびら大会」を開催します。
日　時 　令和５年７月22日（土）

　　　　　開場：午後１時30分 ／ 開演：午後２時
場　所 　中央公民館大ホール

　　　　　（ロータリープラザ２階）
入場料 　無料

お問い合わせ
町文化協会事務局
TEL：956-1112（月・水・金）

広報かでな　2023　7月号 20



［嘉手納支店］

［本　　社］

〒904-0203 沖縄県嘉手納町字嘉手納 37-6
TEL.098-957-2422

〒904-0313 沖縄県読谷村字大湾 531-11
TEL.098-956-1515  FAX.098-956-2110

弁護士による相続無料法律相談会
遺言・家族信託・相続登記・遺産分割・遺留分

沖縄県弁護士会所属
代表弁護士 久保 以明（会員番号：29685）

土曜無料相談会開催中！！

中頭郡読谷村比謝483番地 ＦＯＲＥＳＴＭＡＲＫＥ大湾１F

0120-927-122予約フリーダイヤル 受付時間 10：00～17：00

完全予約制

広告

7/８㈯ 7/22㈯ 7/29㈯
読谷支店・

サンエー大湾シティ近く

 令和5年10月1日からインボイス制度が始まります
 事業者の皆様、ご検討はお済みですか？

　現在免税事業者の方も、ご自身の事業実態に合わせてインボイス
発行事業者の登録を受けるかをご検討ください。
※登録申請の期間が令和５年９月30日まで延長となっております
※詳しくは、インボイスコールセンターへお問い合わせください

お問い合わせ 　インボイスコールセンター　0120-205-553（無料）
　　　　　　　　受付時間：午前９時～午後５時（土日祝日を除く）

インボイス制度
特設サイト

 「行方不明者情報管理システム」の事前登録制度をご活用ください
　認知症などにより行方不明となる恐れのある方・不安がある方が行方不明となった際に迅速な対応ができるよう、
嘉手納町と嘉手納警察署は「認知症高齢者等見守り及び安全支援に関する協定」を締結しています。認知症等で行
方不明となる心配がある方は、ご本人が安心して住み慣れた町で暮らし続けることができるよう、未然防止策とし
て、沖縄県警の「行方不明者情報管理システム」の事前登録をお勧めします。　
※事前登録には本人、または家族の同意が必要です

〇沖縄県警「行方不明者情報管理システム」とは…
　認知症などにより行方不明になる心配のある方について、その方の特徴や写真等、緊急連絡先の情報が登録でき
るシステムです。システムへ情報を事前に登録することで、警察に保護された際、ご本人に負担をかけることなく
緊急連絡先へスムーズに繋ぐことができます。
対象者 　町内在住の認知症高齢者等
登録申請に必要な物 　本人顔写真、全身写真

お問い合わせ 　福祉課　地域包括支援センター　TEL：956-0849

 所得税及び復興特別所得税の予定納税（第１期分）の納税をお忘れなく
 納付期限：7月31日（月）

　前年分の所得金額や税額などを基に計算した予定納税基準額が15万円以上となる場合
には、原則、この予定納税基準額の３分の1相当額をそれぞれ7月（第1期分）と11月分(第
２期分)に納めることとなっています。この制度を「予定納税」といいます。予定納税額
は、確定申告の際に計算した税額から差し引くことにより精算します。
　予定納税が必要な方には、６月中旬に税務署から「令和５年分所得税及び復興特別所
得税の予定納税額の通知書」が送付されています。
　第１期分の予定納税の減額申請をする場合には、令和５年７月18日（火）までに「予
定納税額の減額申請書」に必要事項を記載した上、所轄税務署に提出してください。

お問い合わせ 　沖縄税務署　TEL：098-938-0031
予定納税（第１期分）
の納付方法について

消費税
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図書館瓦版図書館瓦版

7月
お知らせ

お問い合わせ　嘉手納町健康増進センター　TEL 956-1230

営
業
時
間

平
日 

9
時
半 

〜 

21
時

土
日
祝 

10
時 

〜 

18
時

＜ 7月の休館日 ＞  毎月曜日・館内整理日（7/27）
お問い合わせ　嘉手納町立図書館　TEL  957-2470

夏休みだ！図書館においでよ図書館においでよ

※くわしい内容は夏休み前にチラシを配布します。

その①：図書館でなぞ解き
その②：こども司書体験
その③：子ども向け映画上映会
その④：こびとさがし
その⑤：夏休み工作
その⑥：怖いおはなし会
その⑦：折り紙展示会

おたのしみ
青空 のびのびえのぐあそび 

日　時
令和５年８月５日（土）
午前 11時～正午
場　所
ロータリープラザ
芝生広場
対象者
どなたでも無料

※雨天の場合は 8/12（土）
へ延期します。その場合は図
書館HPでお知らせします。
汚れてもいい服できてね！

段ボールに自由におえかきしてみよう

チューチ
ューも

あるよ♪

絵本「ハリネズミのチッチ」をてがけた
小橋川未来さんによるえのぐあそび

サンデーキッズスイミング日曜開催‼

　平日に行われている子どもスイミング教室とは違う、当日券制の
スイミング教室です！ 水なれ・ビート板キック・クロールを中心と
したスイミング入門クラスです。

　アクアレッスンでは、水中ウォーキングから水中筋
トレを行います。レッスン料は無料で入場料のみ！ 
お気軽にご参加下さい(^^)
開催日

場　所
持ち物

月曜　18:30~19:30
木曜　18:30~19:30
土曜　11:00~12:00
嘉手納町健康増進センタープール
水着・スイムキャップ申し込みは6日前の月曜日から受付可能です。(電話受付可)

生  
徒  
募  
集

○水なれクラス → 顔付け、呼吸法、けのびなど
○超初級クラス → 水なれ、キック、クロールなど

毎週開催して
ますよ～♪

対　象　4歳～12歳　　受講料　1,100円
定　員　各クラス5名（水慣れ10:30~　超初級11:40~）

　夏バテのおもな原因は、気温の高い屋外と冷房の効
いた室内の寒暖差によって、自律神経のバランスが崩れ
てしまうことです。自律神経を整えるために効果的なの
が軽い運動で、日頃から適度な運動をし
て体力をつけておくことで、気温の変化に
負けない体をつくることができます。
　夏！ 本番がくる前に夏バテしない体を
つくりませんか。

夏！ 本番がくる前に夏バテ予防の運動を!! ~自律神経のバランスを整えることができる~
☆増進センターでできる！ おすすめの有酸素運動☆

○ランニングマシン　○エアロバイク
○水中ウォーキング　○水泳

土日祝はファミリーコースに
赤台を設置しております。
お子さんと夏に向けて水中
運動しませんか(^^)/

令
和
五
年

令
和
五
年

    

五
月
十
一
日
〜

五
月
十
一
日
〜

         
         

六
月
十
日

六
月
十
日
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町民カレンダー町民カレンダー
令和5年8月

ひと、みらい輝く交流のまち かでなひと、みらい輝く交流のまち かでな

日 曜日 行 事 名 開 催 時 間 開 催 場 所
1 火 すこやか健康相談 午前9時～11時30分 町役場保健師室

グッジョブ・サポート・嘉手納 午前10時～午後５時 町役場エントランスホール
2 水
3 木 総合健康相談 午前9時～11時30分 町役場保健師室
4 金 グッジョブ・サポート・嘉手納 午前10時～午後５時 町役場エントランスホール
5 土
6 日
7 月
8 火 西区集団健診 受付：午前8時30分～11時 西区コミュニティセンター

すこやか健康相談 午前9時～11時30分 町役場保健師室
グッジョブ・サポート・嘉手納 午前10時～午後５時 町役場エントランスホール

9 水 西区集団健診 受付：午前8時30分～11時 西区コミュニティセンター
西区婦人がん検診 受付：午後1時～2時30分 西区コミュニティセンター

10 木 総合健康相談 午前9時～11時30分 町役場保健師室
11 金 山の日
12 土
13 日
14 月
15 火 西浜区集団健診 受付：午前8時30分～11時 かでな未来館１階

すこやか健康相談 午前9時～11時30分 町役場保健師室
グッジョブ・サポート・嘉手納 午前10時～午後５時 町役場エントランスホール

16 水 西浜区集団健診 受付：午前8時30分～11時 かでな未来館１階
西浜区婦人がん検診 受付：午後1時～2時30分 かでな未来館１階

17 木 総合健康相談 午前9時～11時30分 町役場保健師室
18 金 行政相談 午後2時～4時 中央公民館研修室2

グッジョブ・サポート・嘉手納 午前10時～午後５時 町役場エントランスホール
19 土 乳児一般健診 受付時間：午後1時～2時 かでな未来館１階
20 日
21 月
22 火 すこやか健康相談 午前9時～11時30分 町役場保健師室

グッジョブ・サポート・嘉手納 午前10時～午後５時 町役場エントランスホール
23 水
24 木 総合健康相談 午前9時～11時30分 町役場保健師室
25 金 3歳児健診 受付時間：午後1時～2時 かでな未来館１階

グッジョブ・サポート・嘉手納 午前10時～午後５時 町役場エントランスホール
26 土
27 日
28 月
29 火 すこやか健康相談 午前9時～11時30分 町役場保健師室

グッジョブ・サポート・嘉手納 午前10時～午後５時 町役場エントランスホール
30 水
31 木 総合健康相談 午前9時～11時30分 町役場保健師室

●嘉手納町役場
　☎ 956-1111
●社会福祉協議会
　☎ 956-1177
●嘉手納町中央公民館
　☎ 956-4142
●嘉手納町立図書館
　☎ 957-2470
●嘉手納町商工会
　☎ 956-2810
●かでな未来館
　☎ 956-2213
●かでな振興（株）
　☎ 957-1414
●比謝川自然体験センター
　☎ 989-4222
●嘉手納警察署
　☎ 956-0110
●ニライ消防本部
　☎ 956-9914
●環境美化センター
　☎ 982-8221
●東　区
　☎ 956-3179
●中央区
　☎ 956-6223
●北　区
　☎ 956-3928
●南　区
　☎ 956-4688
●西　区
　☎ 956-4544
●西浜区
　☎ 956-4541
●夜間・休日高齢者
　相談窓口(比謝川の里)
　☎ 957-3000

●屋良小学校
　☎ 956-2214
●嘉手納小学校
　☎ 956-2264
●嘉手納中学校
　☎ 956-2263
●嘉手納高等学校
　☎ 956-3336

平日夜間:午後5時15分以降
休日(土、日、祝日):24時間対応

基地被害に関する苦情は電話及びLINEで受付けています。
電 話 　☎0800-200-4665　※通話料無料。音声ガイドにて24時間対応。
LINE 　嘉手納町公式LINEアカウント → 基地被害苦情110番

広報かでな　2023　7月号23



夏休み親子講座

親子で楽しむドローン体験講座
～ドローンで広がる未来を体験しよう～

全１回

8月7日 月曜日  13：00～16：00
講　師 ：新垣 賀津治 氏

あ ら か き か   つ   じ

（ドローン検定協会公認指導員）

日 時

定　員 ：10組
場　所 ：嘉手納町中央公民館 大ホール（ロータリープラザ2F）

申込み 嘉手納町中央公民館（ロータリープラザ2F）
対　　象：親子でご参加ください（小学生以上の町民）   受講料：無料 ※筆記用具はご持参ください。
受付期間：令和5年7月12日（水）～26日（水）〈土・日・祝日除く〉　午前8時半～午後5時〈正午～午後1時除く〉
申 込 先：TEL 956-4142　※キャンセルさせる場合は、講座開始3日前までにご連絡お願いいたします。
※講座中に撮影した画像等は、嘉手納町広報活動（広報紙、報告書、展示会等）に使用いたします。

実際にドローンを操縦するよ！

親子eスポーツ体験講座
～eスポーツを通して、色々な職業について学ぼう～

全１回

8月8日 火曜日  13：00～16：00
講　師 ：ギママイキ 氏（構成作家）

やっしー 氏（eスポーツクリエイター）

日 時

定　員 ：15組　※ゲーム実況付きで親子体験します。
場　所 ：嘉手納町中央公民館 大ホール（ロータリープラザ2F）

初めてのしまくとぅば親子教室
～はじかさーしないで話そうよ♪ しまくとぅば～

全１回

8月9日 水曜日  10：00～12：00
講　師 ：知花 賢宜 氏

ち  ば な けん　ぎ

（嘉手納町文化協会民話チーム）（うちなーぐちパーソナリティ）

日 時

定　員 ：10組
場　所 ：嘉手納町中央公民館　研修室（ロータリープラザ2F）

中 央 公 民 館 講 座2023
令和5年 8月

発行／嘉手納町役場　編集／企画財政課　〒904-0293 嘉手納町字嘉手納588番地　TEL098-956-1111（内線232）　印刷／（株）尚生堂

ビアフェスタ
令和５年７月 28日（金） 17：00～21：00
嘉手納町ロータリー広場

主催：嘉手納社交飲食業組合 098-987-8950
共催：嘉手納町役場・嘉手納町商工会・かでな振興（株）
協賛：オリオンビール（株）

第 17 回 
かでな社交業

日 時

場 所


